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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  磁性体部材を有する移動体と、該磁性体部材を挟んで対向するように配置され該移動体
に駆動力を与える電磁石と、前記移動体と前記電磁石の相対位置を検出する位置検出手段
と、前記電磁石のコイルに流れる電流値を検出する電流検出器とを有する位置決め装置で
あって、
  前記移動体と前記電磁石の相対位置をずらして、それぞれの相対位置において前記電磁
石に所定の磁力を発生させた際に前記電流検出器によって得られた電流値を用いて、前記
電磁石のそれぞれと前記磁性体部材との間隙の差が低減する位置を算出する算出手段を有
し、該算出手段の結果にもとづいて前記移動体を移動させることを特徴とする位置決め装
置。
【請求項２】
  前記算出手段は、前記相対位置と前記電流値の関係を関数に近似して求め、対向するそ
れぞれの電磁石で求められた関数の交点を、前記電磁石のそれぞれと前記磁性体部材との
間隙が略一致する位置として算出することを特徴とする請求項１に記載の位置決め装置。
【請求項３】
  前記位置検出手段はレーザ干渉計であり、基準部材に対する前記移動体および前記電磁
石の位置の差から前記移動体と前記電磁石との間の相対位置を算出することを特徴とする
請求項１または２に記載の位置決め装置。
【請求項４】
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  基板にパターンを露光する露光装置であって、請求項１～３のいずれかに記載の位置決
め装置を用いて基板を位置決めすることを特徴とする露光装置。
【請求項５】
  互いに相対的に移動可能な第１移動体及び第２移動体と、前記第１移動体に設けられた
磁性体部材と、該磁性体部材を挟んで前記第２移動体に配置される電磁石と、前記第１お
よび第２移動体の位置を検出する位置検出手段と、前記電磁石のコイルに流れる電流値を
検出する電流値検出器とを有し、前記電磁石を用いて前記第２移動体の加減速力を前記第
１移動体に伝達して前記第１移動体を位置決めする位置決め装置の制御方法であって、
  前記第１移動体と第２移動体の相対位置をずらすように前記第１移動体または第２移動
体を移動する工程と、
  それぞれの相対位置において前記第２移動体に所定の駆動指令値を与えた際の前記電磁
石のコイルの電流値を検出する工程と、
  前記検出された電流値を用いて前記電磁石のそれぞれと前記磁性体部材との間隙の差が
低減する位置を算出する工程と、
　算出工程の結果にもとづいて前記第１移動体を移動する工程と、
　を有することを特徴とする制御方法。
【請求項６】
  基板にパターンを露光する露光装置であって、請求項５に記載の位置決め制御方法を用
いて基板の位置決めを行うことを特徴とする露光装置。
【請求項７】
  ガイド部材と、該ガイド部材を挟んで対向するように配置される電磁石と、前記ガイド
部材と前記電磁石の相対位置を検出する位置検出手段と、前記電磁石のコイルに流れる電
流を検出する電流検出器とを有し、電磁石を設けた対象物をガイドに沿って案内する磁気
軸受装置において、
  前記電磁石と前記ガイド部材の相対位置をずらして、それぞれの相対位置において前記
電磁石に所定の磁力を発生させた際に前記電流検出器によって得られた電流値を用いて、
前記電磁石のそれぞれと前記磁性体部材との間隙の差が低減する位置を算出する算出手段
を有し、該算出手段の結果にもとづいて前記移動体を移動させることを特徴とする磁気軸
受装置。
【請求項８】
  前記算出手段は、前記相対位置と前記電流値の関係を関数に近似して求め、対向するそ
れぞれの電磁石で求められた関数の交点を、前記電磁石のそれぞれと前記磁性体部材との
間隙が略一致する位置として算出することを特徴とする請求項７に記載の磁気軸受装置。
【請求項９】
  基板にパターンを露光する露光装置であって、請求項７または８に記載の磁気軸受装置
を基板を位置決めするためのステージの案内に用いることを特徴とする露光装置。
【請求項１０】
  デバイス製造方法であって、感光剤が塗布された基板に請求項４、６または９のいずれ
かに記載の露光装置によってパターンを露光する工程と、露光した基板を現像する工程と
を含むことを特徴とするデバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体露光装置や検査装置等に使用され、マスクやレチクル等の露光原版や
半導体ウエハ等の被露光物、被検査物等を所定の位置に位置決めする、磁気軸受を有した
位置決め機構およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体素子製造に用いられる露光装置としては、ステッパと呼ばれる装置とスキ
ャナと呼ばれる装置が知られている。ステッパは、ステージ装置上の半導体ウエハを投影
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レンズ下でステップ移動させながら、レチクル上に形成されているパターン像を投影レン
ズでウエハ上に縮小投影し、１枚のウエハ上の複数箇所に順次露光していくものである。
一方、スキャナは、ウエハステージ上のウエハとレチクルステージ上のレチクルとを投影
レンズに対して相対移動させ、走査移動中にスリット状の露光光を照射し、レチクルパタ
ーンをウエハに投影するものである。ステッパおよびスキャナは、解像度および重ね合わ
せ精度の性能面から露光装置の主流と見られている。
【０００３】
　最近ではこれらのステージのさらなる高速と高精度を実現させるため、粗動ステージと
微動ステージを有するステージ装置が採用されている。このようなステージ装置において
、粗動ステージは大きなストロークで移動し、微動ステージは粗動ステージに対して小さ
なストロークで移動することにより位置決めを行う。
　特許文献１には、粗動ステージと微動ステージとの間に電磁継手を設けて力を伝達する
ことが記載されている。また特許文献２には電磁継手を構成する電磁石と磁性体板との間
の間隙をギャップセンサによって計測することが開示されている。
【特許文献１】特開２００３－２１８１８８号公報
【特許文献２】特開２００４－０３０６１６号公報
【特許文献３】特開２００４－１７２５５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述のように電磁継手を用いた位置決め装置においては、電磁継手を構成する電磁石と
磁性体部材である磁性体板の間隙が装置の性能に影響を及ぼす。具体的には、磁性体板が
対向する電磁石の中心に配置されず、どちらかに偏って配置されていると、間隙が広がっ
ている方の電磁石のドライバの駆動電圧、駆動電流、消費電力等、制御部の電気的な負荷
が大きくなり、仕様を満たさなく恐れがある。
　一方、特許文献２に記載のように、間隙を測定するためにセンサを設けると、重量増加
、大型化、コスト増加といった問題があり、設計上の制約も大きい。
【０００５】
　センサを設けない方法として、微動ステージ（磁性体板）を各々の電磁石に突き当て、
可動距離によって間隙を計る方法があるが、この方法だと電磁石および微動ステージを磨
耗し、最悪の場合にはこれらを破損する恐れがある。
　また、間隙は磁性体板と電磁石の取付け精度等から生じる機差があるため、ステージの
位置計測結果に基づいて粗動ステージと微動ステージを相対的に中心となる位置に移動し
ても、磁性体板が電磁石の中心に位置するとは限らない。
【０００６】
　本発明は上述の課題に鑑みなされたものであり、電磁石と磁性体部材との間隙に機差が
あった際も、磁性体部材を対向する電磁石の中心となる位置に配置し、制御にかかる電気
的負荷の増加を抑えることができる位置決め装置、位置決め装置の制御方法、磁気軸受装
置、これらを適用した露光装置およびデバイス製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る位置決め装置は、磁性体部材を有する移動
体と、該磁性体部材を挟んで対向するように配置され該移動体に駆動力を与える電磁石と
、前記移動体と前記電磁石の相対位置を検出する位置検出手段と、前記電磁石のコイルに
流れる電流値を検出する電流検出器とを有する位置決め装置であって、前記移動体と前記
電磁石の相対位置をずらして、それぞれの相対位置において前記電磁石に所定の磁力を発
生させた際に前記電流検出器によって得られた電流値を用いて、前記電磁石のそれぞれと
前記磁性体部材との間隙の差が低減する位置を算出する算出手段を有し、該算出手段の結
果にもとづいて前記移動体を移動させることを特徴とする。
【０００８】
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　本発明に係る位置決め装置の制御方法は、互いに相対的に移動可能な第１移動体及び第
２移動体と、前記第１移動体に設けられた磁性体部材と、該磁性体部材を挟んで前記第２
移動体に配置される電磁石と、前記第１および第２移動体の位置を検出する位置検出手段
と、前記電磁石のコイルに流れる電流値を検出する電流値検出器とを有し、前記電磁石を
用いて前記第２移動体の加減速力を前記第１移動体に伝達して前記第１移動体を位置決め
する位置決め装置の制御方法であって、前記第１移動体と第２移動体の相対位置をずらす
ように前記第１移動体または第２移動体を移動する工程と、それぞれの相対位置において
前記第２移動体に所定の駆動指令値を与えた際の前記電磁石のコイルの電流値を検出する
工程と、前記検出された電流値を用いて前記電磁石のそれぞれと前記磁性体部材との間隙
の差が低減する位置を算出する工程と、算出工程の結果にもとづいて前記第１移動体を移
動する工程と、を有することを特徴とする。　この制御方法は、算出された間隙の差を低
減するように前記第２移動体を移動する工程をさらに有することが好ましい。
【０００９】
　本発明に係る磁気軸受装置は、ガイド部材と、該ガイド部材を挟んで対向するように配
置される電磁石と、前記ガイド部材と前記電磁石の相対位置を検出する位置検出手段と、
前記電磁石のコイルに流れる電流を検出する電流検出器とを有し、電磁石を設けた対象物
をガイドに沿って案内する磁気軸受装置において、前記電磁石と前記ガイド部材の相対位
置をずらして、それぞれの相対位置において前記電磁石に所定の磁力を発生させた際に前
記電流検出器によって得られた電流値を用いて、前記電磁石のそれぞれと前記磁性体部材
との間隙の差が低減する位置を算出する算出手段を有し、該算出手段の結果にもとづいて
前記移動体を移動させることを特徴とする。
　前記算出手段は、例えば、前記相対位置と前記電流値の関係を関数に近似して求め、対
向するそれぞれの電磁石で求められた関数の交点を、前記電磁石のそれぞれと前記磁性体
部材との間隙が略一致する位置として算出するものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、電磁石と移動体の間隙に機差があった際も、対向する電磁石から略等
しくなる間隙を求めることを可能とし、制御に余分な電気的負荷が増えることを抑えるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を実施例に基づき説明する。
（実施例１）
　図１は露光装置におけるウエハステージを表す図であり、図２は上面から見た図である
。最近ではステージのさらなる高速移動を実現させるため、図１のような粗微動分離ステ
ージが考えられている。
　図１および図２において、Ｙステージ１１は、Ｙステージ１１との案内面が鏡面加工さ
れた定盤１２およびヨーガイド１３と不図示の静圧案内を用いてＹ方向に移動自由に構成
されている。Ｘステージ１５には不図示の静圧案内が定盤１２上に、そしてＹステージ１
１をＹ方向に挟み込むように構成されており、Ｙステージ１１に沿ってＸ方向に移動自在
に構成されている。
【００１３】
　Ｙリニアモータは、コイルで構成されるＹリニアモータ固定子２１ａ、２１ｂと、磁石
で構成されるＹリニアモータ可動子２３ａ、２３ｂとで構成される。Ｙステージ１１は、
Ｙリニアモータとの間をＹリニアモータ連結板２５ａ、２５ｂで結合されている。Ｙステ
ージ１１は、このＹリニアモータと不図示の制御系により、Ｙ方向の所定の位置に位置決
め制御される。同様に、Ｘリニアモータ２７は、Ｙステージ１１上に設けられた不図示の
Ｘリニアモータ固定子と、不図示のＸリニアモータ可動子とで構成される。Ｘステージ１
５は、Ｘリニアモータ２７と不図示の制御系を用いてＸ方向に位置決め制御される。
【００１４】
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　Ｘステージ１５上には微動ステージ１４が搭載され、Ｘステージ１５と微動ステージ１
４との間にはＸ、Ｙ、Ｚの各々の方向に駆動力を発生する微動Ｘリニアモータ３１ａ、３
１ｂ、微動Ｙリニアモータ３２ａ、３２ｂ、微動Ｚリニアモータ３３ａ、３３ｂ、３３ｃ
、３３ｄが構成されている。これらのリニアモータと不図示の制御系により微動ステージ
１４は、６軸（Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、および各軸周りの回転方向）に位置決め制御される。
なお、図１においては簡略のため微動リニアモータを一部省略している。
　Ｘステージ１５には不図示の各々Ｘ、Ｙ方向のステージ移動量を計測する不図示の測定
系が、微動ステージ１４には前述した６軸方向の微動ステージ１６の移動量を計測する不
図示の測定系がそれぞれ設けられており、各々のステージの位置決め制御に使用される。
ここで、Ｘステージ１５のＹ方向における移動量はＹステージの移動量を測定するように
してもよい。
【００１５】
　さらに、Ｘステージ１５と微動ステージ１４の間には、Ｅ型電磁石４１ａ、４１ｂ、４
２ａ、４２ｂとＥ型電磁石固定部材１６、電磁石ターゲット（磁性体部材）４３ａ、４３
ｂ、４４ａ、４４ｂと電磁石ターゲット固定部材１７により、電磁石の作用による吸引力
を発生させる力継手機構（以下、電磁継手機構）が構成されている。ここで、Ｅ型電磁石
４１ａ、４１ｂはＸ方向、Ｅ型電磁石４２ａ、４２ｂはＹ方向の電磁石をそれぞれ示し、
電磁石ターゲット４３ａ、４３ｂはＸ方向、電磁石４４ａ、４４ｂはＹ方向の電磁石ター
ゲットをそれぞれ示す。
【００１６】
　ＸＹステージ（粗動ステージ）１１、１５の加減速時における微動ステージ１４の加減
速力は、微動ステージ１４の質量と加速度の値から算出した力（指令値）をＥ型電磁石４
１ａ、４１ｂ、４２ａ、４２ｂへフィードフォワードすることにより、Ｘステージ１５か
ら電磁継手機構を介して微動ステージ１４へ伝達される。このＥ型電磁石４１ａ、４１ｂ
、４２ａ、４２ｂ等による加減速力のフィードフォワードにより、各微動リニアモータ３
１ａ、３１ｂ、３２ａ、３２ｂ、３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄは、加減速中も大きな
力を必要とされずにすむ。
【００１７】
　上記したＥ型電磁石４１ａ、４１ｂ、４２ａ、４２ｂの力制御には、図３の磁束フィー
ドバックを用いている。同図において、Ｅ型電磁石の駆動コイル５１に流れる電流が電磁
継手に磁束を生じさせ、この磁束の２乗に比例した力が吸引力として発生する。Ｅ型電磁
継手に設けられたサーチコイル５２により誘起電圧が計測される。この誘起電圧は、電磁
継手を駆動した際の磁束の時間変化である。フィードバック回路では、この誘起電圧を積
分器５３で時間積分し、この検出磁束と力指令に比例した磁束指令との差分（磁束誤差）
を算出し、ゲイン５４を乗じて電磁継手駆動アンプ５５へ指令を出力する。
【００１８】
　図４に示す簡略化した電磁継手（電磁石）における磁気抵抗は、磁気抵抗Ｒｍ［ＡＴ／
Ｗｂ］（または［１／Ｈ］）、間隙ξ［ｍ］、断面積Ａ［ｍ２］、長さＬ１、Ｌ２、Ｌ３

［ｍ］、真空透磁率μ０［Ｈ／ｍ］＝４π＊１０－７、μ＝μ０＋μｓ［Ｈ／ｍ］（ケイ
素鉄の場合：μｓ＝７０００）により、式（１）で表される。
【００１９】
【数１】

　式（１）の磁気抵抗Ｒｍは、磁性体部（第１項）とギャップ（第２項）の磁気抵抗の和
で表されるが、磁性体の透磁率μは非常に大きいため、磁気抵抗はギャップξ部の磁気抵
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抗が支配的となる。また、磁気抵抗Ｒｍは第１項をオフセットとするギャップξの一次関
数であると考えられる。また、磁束φはＮｄｒｖターンの駆動コイルを貫く電流Ｉｄｒｖ
と磁気抵抗Ｒｍにより
【００２０】
【数２】

と表される。上記した磁束フィードバックによる磁束制御が行われていると、磁束φが所
定の値となるようにＲｍの変化にあわせてＩｄｒｖも制御されるため、
【００２１】

【数３】

と考えられることから、式（１）、（３）により、駆動電流Ｉｄｒｖとギャップξの関係
は線形であると考えられ、間隙零時の駆動電流をｂとすると、
【００２２】

【数４】

の形で表すことができる。
　図４において、５６は電磁石ターゲット、５７はＥ型電磁石、５８は駆動コイルである
。
【００２３】
　電磁石のそれぞれと磁性体部材との間隙が略一致する位置を検出する手順を以下に示す
。位置検出手段である干渉計により測定した、粗動ステージと微動ステージの相対位置の
中心を初期位置Ｘとし、初期位置Ｘから粗動ステージまたは微動ステージをＸ方向へ所定
の値ずらして（第１工程）、ずらした位置で粗動ステージをステップ移動した際に駆動コ
イルへ流れる電流（以下、駆動電流）の最大振幅値を測定する（第２工程）。ここで、ス
テップ移動は所定の磁力が発生するように、最大速度および加速度等が同じ条件のもとに
行われる。これを、ずらす値を変えて数回行う。
【００２４】
　図５に示すように初期位置Ｘから正の方向へ微動ステージをずらせば、ＸＲ側の間隙は
狭まり（駆動電流値は下がり）、ＸＬ側は広がる（駆動電流値は上がる）（図５（ｂ））
。負の方向へずらせばその逆になる（図５（ｃ））。これらの計測値（図６（ａ））から
、最小二乗法等を用いて式（４）のように線形な関数で近似したのち、対向する電磁継手
の駆動電流の交点を算出する（図６（ｂ）、第３工程）。この交点こそが各々の間隙が略
一致する点であるとわかる。微動ステージの現在地から中心までの距離を求め、移動させ
る（第４工程）。
　これをスキャン開始前（ステージ駆動開始前）および、アイドル状態時に自動的に行う
ことで、常に略一致する間隙となるように該移動体を配置することが可能となる。
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　図７は上記の動作を示すフローチャートである。
　図５において、５９ａはＸＬ側のＥ型電磁石、５９ｂはＸＲ側のＥ型電磁石、６０は微
動ステージ（電磁継手ターゲット）である。
【００２５】
（実施例２）
　本発明は、位置決め装置としてだけではなく、磁気軸受装置に適用することもできる。
実施例２は本発明を磁気軸受装置に適用した例である。実施例１と同様の構成については
詳細な説明は省略する。
　図８は図１のＹステージ１１とＸステージ１５との間を表す図である。図８において、
Ｙステージ１１は磁性体板１８を有し、Ｘステージ１５は４つの電磁石１９を有する。
　図９は図８の磁性体板１８と電磁石１９の関係を分かりやすく説明するための図である
。
【００２６】
　図８、図９に示すように、Ｘステージ１５はＹステージ１１の側面とＸステージ１５の
側板との間に設けられた４個の電磁石および２枚の磁性体板１８によって、Ｙステージ１
１の側面に沿って動くようにガイドされている。２枚の磁性体板１８はＹステージ１１の
２つの側面に各々固定され、４個の電磁石はＸステージの２つの側板に２個ずつ固定され
る。そして各々の磁性体板１８と２個の電磁石は非接触で対面している。
　このように、電磁石を磁気軸受として用いた場合にも実施例１のように対向する電磁石
のそれぞれと磁性体部材（図８、図９の場合は磁性体板）との間隙の差を低減することが
できる。
【００２７】
（実施例３）
　図１０は、上述の位置決め装置をウエハステージまたはレチクルステージとするデバイ
ス製造用の露光装置を示す。
　この露光装置は、半導体集積回路等の半導体デバイスや、マイクロマシン、薄膜磁気ヘ
ッド等の微細なパターンが形成されたデバイスの製造に利用され、原版であるレチクルを
介して基板としての半導体ウエハＷ上に照明系ユニット５０１からの露光エネルギーとし
ての露光光（この用語は、可視光、紫外光、ＥＵＶ光、Ｘ線、電子線、荷電粒子線等の総
称である）を投影系としての投影レンズ５０３（この用語は、屈折レンズ、反射レンズ、
反射屈折レンズシステム、荷電粒子レンズ等の総称である）を介して照射することによっ
て、ウエハステージ５０４に搭載された基板上に所望のパターンを形成している。また、
このような露光装置は、露光光が短波長光となるにしたがって、真空雰囲気での露光が必
要となってきている。
【００２８】
　ウエハステージ５０４に搭載したチャック上に基板であるウエハ（対象物）を保持し、
照明系ユニット５０１によって、レチクルステージ５０２に搭載された原版であるレチク
ルのパターンをウエハ上の各領域にステップアンドリピートもしくはステップアンドスキ
ャンで転写する。ここで実施例１のステージ装置はこれらのウエハステージ５０４もしく
はレチクルステージ５０２として用いられる。
【００２９】
（実施例４）
　次に、実施例３の露光装置を利用した微小パターンを有するデバイスの製造プロセスを
説明する。
　図１１は微小デバイス（ＩＣやＬＳＩ等の半導体チップ、液晶パネル、ＣＣＤ、薄膜磁
気ヘッド、マイクロマシン等）の製造のフローを示す。
　ステップ１（回路設計）では半導体デバイスの回路設計を行う。ステップ２（マスク作
製）では設計した回路パターンに基づいてマスクを作製する。
　一方、ステップ３（ウエハ製造）ではシリコン等の材料を用いてウエハを製造する。ス
テップ４（ウエハプロセス）は前工程と呼ばれ、上記のマスクとウエハを用いて、上記の
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露光装置によりリソグラフィ技術を利用してウエハ上に実際の回路を形成する。次のステ
ップ５（組み立て）は後工程と呼ばれ、ステップ５によって作製されたウエハを用いて半
導体チップ化する工程であり、アッセンブリ工程（ダイシング、ボンディング）、パッケ
ージング工程（チップ封入）等の組み立て工程を含む。ステップ６（検査）ではステップ
５で作製された半導体デバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうし
た工程を経て半導体デバイスが完成し、ステップ７でこれを出荷する。
【００３０】
　上記ステップ４のウエハプロセスは以下のステップを有する。ウエハの表面を酸化させ
る酸化ステップ、ウエハ表面に絶縁膜を成膜するＣＶＤステップ、ウエハ上に電極を蒸着
によって形成する電極形成ステップ、ウエハにイオンを打ち込むイオン打ち込みステップ
、ウエハに感光剤を塗布するレジスト処理ステップ、上記の露光装置によって回路パター
ンをレジスト処理ステップ後のウエハに転写する露光ステップ、露光ステップで露光した
ウエハを現像する現像ステップ、現像ステップで現像したレジスト像以外の部分を削り取
るエッチングステップ、エッチングが済んで不要となったレジストを取り除くレジスト剥
離ステップである。これらのステップを繰り返し行うことによって、ウエハ上に多重に回
路パターンを形成する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施例に係る位置決め移動体機構を備えるステージ装置を示す斜視図
である。
【図２】図１のステージ装置の平面図である。
【図３】図１のステージ装置に設けられている電磁継手の磁束フィードバック制御系を示
す図である。
【図４】簡略化した電磁継手の平面図である。
【図５】対向する一対の電磁石を有する電磁継手の簡略化した平面図であり、（ａ）は微
動ステージ（電磁石ターゲット）が初期位置Ｘに配置された図、（ｂ）は微動ステージを
初期位置からＸ方向へ＋α移動させた図、（ｃ）は微動ステージを初期位置からＸ方向へ
－α移動させた図をそれぞれ示す。
【図６】（ａ）は図５のＥ型電磁石ＸＬ、ＸＲの各間隙量における駆動電流値を示し、（
ｂ）はそれらを１次関数として近似し、ＸＬ、ＸＲそれぞれの間隙に対する駆動電流の交
点が、それぞれの間隙が等しくなる点であることを示す図である。
【図７】図１のステージ装置における間隙合わせ動作を説明するフローチャートである。
【図８】本発明の第２の実施例に係る磁気軸受装置を表す図である。
【図９】図８におけるＹステージを除去して磁気軸受装置の構成をさらに分りやすくした
図である。
【図１０】本発明の第３２の実施例に係る露光装置を表す図である。
【図１１】デバイスの製造プロセスのフローを説明する図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１１：Ｙステージ、１２：定盤、１３：ヨーガイド、１４：粗動ステージ、１５：Ｘス
テージ、１６：電磁継手固定部材、１７：電磁継手ターゲット固定部材、２１ａ，２１ｂ
：Ｙリニアモータ固定子、２３ａ，２３ｂ：Ｙリニアモータ可動子、２５ａ，２５ｂ：Ｙ
リニアモータ連結板、２７：Ｘリニアモータ、３１ａ，３１ｂ：微動Ｘリニアモータ、３
２ａ，３２ｂ：微動Ｙリニアモータ、３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｄ：微動Ｚリニアモ
ータ、４１ａ，４１ｂ：Ｘ方向Ｅ型電磁石、４２ａ，４２ｂ：Ｙ方向Ｅ型電磁石、４３ａ
，４３ｂ：Ｘ方向電磁石ターゲット、４４ａ，４４ｂ：Ｙ方向電磁石ターゲット、５１：
駆動コイル、５２：サーチコイル、５３：積分器、５４：ゲイン、５５：駆動アンプ、５
６：電磁石ターゲット、５７：Ｅ型電磁石、５８：駆動コイル、５９ａ：Ｅ型電磁石（電
磁継手可動側）ＸＬ、５９ｂ：Ｅ型電磁石（電磁継手可動側）ＸＲ、６０：微動ステージ
（電磁継手ターゲット）。
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